
減免の対象となる障害

障害の区分
身体障害者手帳 戦傷者手帳

障害の級別 障害の級別

視 覚 障 害 1級～3級までの
各級と4級の1 特別項症～第4項症まで

聴 覚 障 害 2級及び3級 特別項症～第4項症まで

平 衡 機 能 障 害 3級 特別項症～第4項症まで

音 声 機 能 障 害

3級
（咽頭摘出による
音声機能障害が
ある場合に限る）

特別項症～第2項症まで
（咽頭摘出による音声機能
障害がある場合に限る）

上 肢 不 自 由 1級、2級の1と
2級の2 特別項症～第3項症まで

下 肢 不 自 由 1級～6級までの
各級

特別項症～第6項症までと
第1款症～第3款症まで

体 幹 不 自 由 1級～3級までの
各級と5級

特別項症～第6項症までと
第1款症～第3款症まで

心 臓 機 能 障 害 1級と3級 特別項症～第3項症まで

じ ん 臓 機 能 障 害 1級と3級 特別項症～第3項症まで

呼 吸 器 機 能 障 害 1級と3級 特別項症～第3項症まで

ぼ う こ う 又 は 直 腸
の 機 能 障 害 1級と3級 特別項症～第3項症まで

小 腸 の 機 能 障 害 1級と3級 特別項症～第3項症まで

ヒト免疫不全ウイルスによる
免 疫 機 能 障 害

1級から3級まで
の各級

乳幼児期以前の非
進行性脳病変によ
る運動機能障害

上肢機能 1級と２級

移動機能 1級～６級

●知的障害者手帳の障害の程度の記載欄に｢Ａ｣と表示される重度の障害。
●精神障害福祉に関する法律施行令第６条第３項に定める１級の障害。

軽自動車税の減免が受けられます!
身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する軽自
動車などは、申請をして税の減免を受けること
ができます。

減 免 基 準
次の①、②、③のいずれかに該当し、もっ
ぱら通学・通院もしくは生業のために使用
する車のうち1台。
①身体に障害のある方の所有する軽自動車など
②精神に障害のある方の所有する軽自動車など
③18歳未満で身体に障害のある方、または
精神に障害のある方と生計を共にする方
が所有し、運転する軽自動車など

提 出 書 類　●減免申請書

持参するもの　●障害者手帳等●車検証●印鑑
　　　　　　　●運転する方の運転免許証

申 請 期 限　5月25日（月）
　　　　　　　 （納期限6月1日の7日前まで）

申 請 先
　軽自動車など……町税務課住民税係
 32-3111（内線43）
　普通自動車など…佐久地方事務所税務課
 0267-63-3136

※受けられる減免は軽自動車税と自動車税のいず
れか1台です。お気軽にお問い合わせください。

「
妊
婦
健
康
相
談
」を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

に
軽
自
動
車
等
を
所
有
ま
た
は
使

用
し
て
い
る
方
が
納
め
る
税
金
で

す
。
５
月
中
旬
に
郵
送
さ
れ
る
納

税
通
知
書
で
、
最
寄
り
の
金
融
機

関
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

領
収
書
に
は
車
検
を
受
け
る
時
に

必
要
と
な
る「
納
税
証
明
書
」が
つ

い
て
い
ま
す
。
車
検
証
と
一
緒
に

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

納
付
を
確
認
後
、「
納
税
証
明
書
」

を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
住
民
税
係（
内
線
43
）

平
成
21
年
度
軽
自
動
車
税

６
月
１
日
㈪
が
納
期
限
で
す

平
成
21
年
度
自
動
車
税

６
月
１
日
㈪
が
納
期
限
で
す

　

当
町
で
は
、
妊
婦
健
康
相
談
を

５
月
よ
り
開
始
し
ま
す
。
食
生
活

や
妊
娠
中
の
過
ご
し
方
な
ど
の
相

談
を
栄
養
士
・
保
健
師
等
が
お
受

け
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

か
ら
だ
を
い
た
わ
り
、
お
な
か

の
赤
ち
ゃ
ん
に
配
慮
し
な
が
ら
充

実
し
た
毎
日
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

日　

程

　

５
月
27
日（
水
）・
６
月
24
日（
水
）

　

７
月
29
日（
水
）・
８
月
26
日（
水
）

　

９
月
30
日（
水
）・
10
月
28
日（
水
）

 

11
月
25
日（
水
）・
12
月
16
日（
水
）

　

１
月
27
日（
水
）・
２
月
24
日（
水
）

　

３
月
24
日（
水
）

時　

間

　

午
前
10
時
〜
11
時

場　

所

　

保
健
セ
ン
タ
ー

※
希
望
さ
れ
る
方
は
、
前
日
ま
で

に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
指
定
日
以
外
に
相
談
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
職
員
が
他
の

事
業
等
で
不
在
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
電
話
で
確

認
し
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

予
約
／
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

　

佐
久
地
方
事
務
所
か
ら
の
お
知

ら
せ
で
す
。

　

自
動
車
税
は
長
野
県
の
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
に
使
わ
れ
る
大
切
な
税

金
で
す
。
ス
ピ
ー
ド
は
控
え
め
に
、

そ
し
て
自
動
車
税
は
納
期
限
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
も
納
め
ら
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
地
方
事
務
所
税
務
課

０
２
６
７（
63
）３
１
３
６
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こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

■
御
代
田
町
農
業
委
員
会
事
務
局
32 ‒ 

3
1
1
1　

内
線
27
・
64
番

地
域
力
で
、明
る
く
心
豊
か

な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
よ
う

　

毎
年
５
月
５
日
の「
こ
ど
も
の

日
」か
ら
１
週
間
を「
児
童
福
祉
週

間
」と
定
め
て
い
ま
す
。
地
域
で

は
、
折
に
触
れ
子
ど
も
た
ち
の
見

守
り
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
は
，

少
子
化
の
進
行
や
児
童
虐
待
の
増

加
、
核
家
族
化
に
よ
る
育
児
不
安

や
孤
立
化
と
大
き
く
変
化
し
て
い

る
中
で
、
次
の
世
代
を
担
う
子
ど

も
た
ち
が
家
庭
や
地
域
で
心
豊
か

に
生
活
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
大

き
な
課
題
で
す
。

　

お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
！

　

子
ど
も
と
た
く
さ
ん
ふ
れ
あ
い

は
あ
り
ま
す
か
？
家
族
そ
ろ
っ
て

食
事
を
し
て
い
ま
す
か
？
育
児
で

迷
っ
た
と
き
、

助
け
て
く
れ

る
人
が
い
ま

す
か
？
育
児

は
今
こ
の
時

だ
け
で
す
。

後
で
取
り
戻

せ
る
時
間
で

は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
う
か

大
切
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　

お
じ
い

ち
ゃ
ん
・
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
そ
し
て
地
域
の
皆
さ

ん
、
若
い
パ
パ
・
マ
マ
は
仕
事
や

育
児
で
一
杯
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
少
し

お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。
見

守
り
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
何

気
な
い
日
々
の
挨
拶
や
気
づ
き
そ

し
て
思
い
や
り
に
救
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
手
を
貸
し
て
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。

　

多
様
化
す
る
社
会
情
勢
の
中
で
、

家
庭
だ
け
で
は
子
育
て
が
で
き
な

い
状
況
も
あ
り
、
地
域
の
支
え
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に

よ
っ
て
、
子
ど
も
は
育
て
ら
れ
、

そ
し
て
大
人
も
育
て
ら
れ
て
い
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係（
内
線
47
）

春
の
行
政
相
談
週
間

　

５
月
18
日（
月
）か
ら
24
日（
日
）

ま
で
は
春
の
行
政
相
談
週
間
で
す
。

　

行
政
に
対
す
る
苦
情
や
意
見
・

要
望
な
ど
を
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら

お
聴
き
し
て
、
そ
の
解
決
や
実
現

を
目
指
す
制
度
に「
行
政
相
談
」が

あ
り
ま
す
。

　

相
談
は
、
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
て
い
る
柳
澤
政
安
行
政
相
談

委
員
が
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
当
町
で
は
、
次
の
と
お
り

相
談
を
行
い
ま
す
。

日
時　

５
月
15
日（
金
）　

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午

場
所　

ハ
ー
ト
ピ
ア
御
代
田
会
議
室

行
政
相
談
委
員

　

栁
澤
政
安
さ
ん（
向
原
区
）

　

自
宅
電
話
番
号（
32
）６
５
１
５

　

ま
た
、
行
政
相
談
の
ほ
か
、
心

配
ご
と
相
談
、
人
権
相
談
を
、
毎

月
５
・
15
・
25
日
の
午
前
９
時
か
ら

正
午
ま
で
ハ
ー
ト
ピ
ア
み
よ
た
で

開
設
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

５
日　

人
権
相
談
と

　
　
　
　
　
　

心
配
ご
と
相
談

 

15
日　

行
政
相
談
と

　
　
　
　
　

　

心
配
ご
と
相
談

 

25
日　

心
配
ご
と
相
談

子育て家庭の近隣の見守りと支援のための連携体制

児童相談所 病院

保健所

社会福祉協議会 福祉事務所

民生児童委員協議会

子育て家庭

ヘルパー

民生委員
児童委員

子

ボランティア

庭

ご近所

子

保健師

庭
友人
知人
親族

社会福祉施設 保育園
児童館等

町
町民課
保健福祉課
教育委員会

御代田町役場 TEL0267‒32‒3111

　

自
分
の
農
地
だ
か
ら
許
可
や

届
け
出
な
ど
し
な
く
て
も
、
自

由
に
売
っ
た
り
、
貸
し
た
り
、

転
用
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
方
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

　

耕
作
者
の
農
地
の
取
得
を
促

進
し
、
そ
の
権
利
を
保
護
す
る

と
と
も
に
、
優
良
農
地
を
守
り
、

農
地
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め

に
、「
農
地
法
」と
い
う
法
律
が

あ
り
ま
す
。

　

農
地
を
売
っ
た
り
、
貸
し
た

り
、
転
用
す
る
と
き
に
は「
農

地
法
」に
基
づ
く
許
可
が
必
要

で
す
。

【
３
条
申
請
】農
地
を
売
買
す
る

と
き

　

農
地
を
耕
作
目
的
で
、
売
買

す
る
と
き
は
、
農
業
委
員
会
の

許
可
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

農
地
を
取
得
す
る
適
格
者（
耕

作
面
積
が
申
請
地
を
含
め
50
ａ

以
上
）で
な
い
と
き
は
許
可
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

貸
し
借
り
の
場
合
は
、
手
続

農
地
の
転
用
・
売
買
・
賃
借
等
は
許
可
を
受
け
て
か
ら

き
の
簡
単
な
農
用
地
利
用
集
積

計
画
を
お
勧
め
し
ま
す
。

【
４
条
申
請
】自
分
名
義
の
農
地

を
転
用
す
る
と
き

【
５
条
申
請
】他
人
名
義
の
農
地

を
買
う
か
借
り
て
転
用
す
る
と

き
　

農
地
の
転
用
と
は
、
農
地
を

住
宅
・
資
材
置
場
・
駐
車
場
・
倉

庫
・
山
林
等
、
農
地
以
外
に
用

途
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
農
業

委
員
会
を
経
て
県
知
事
の
許
可

が
必
要
で
す
。

　

審
査
の
内
容
は
、

①　

転
用
の
目
的
の
適
正
性

②　

転
用
の
面
積
の
適
正
性

③　

水
利
な
ど
必
要
な
同
意
書

④　

付
近
の
農
業
に
与
え
る
影

響

⑤　

転
用
の
目
的
の
実
現
性

⑥　

他
の
法
令
は
手
続
き
済
か

　

申
請
書
の
受
付
は
毎
月
５
日

か
ら
15
日
で
す
。
た
だ
し
、
15

日
が
土
・
日
曜
日
等
の
場
合
は

直
前
の
平
日
と
な
り
ま
す
。
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